
いのち支える自殺対策推進センター（ＪＳＣＰ）が「学校・教育機関向け

資料集」として、学校や教育委員会に向けた自殺対応に関する資料や動画

コンテンツを同センターのホームページにて公開しましたので、周知の御

協力をお願いいたします。 

  
事 務 連 絡 

令和６年６月２４日 

                                                                           

  

 各都道府県教育委員会指導事務主管課  

 各指定都市教育委員会指導事務主管課  

 各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

 附属学校を置く各国立大学法人担当課  

 附属学校を置く各公立大学法人担当課    御中 

 小中高等学校を設置する学校設置会社を  

 所轄する構造改革特別区域法第 1 2 条 

 第 1項の認定を受けた各地方公共団体の担当課 

  

 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課   

 

 

   いのち支える自殺対策推進センター（JSCP）における「学校・教育 

機関向け資料集」のホームページ掲載について 

 

平素より、文部科学行政に対する御理解・御協力を賜り、誠にありがとうござ

います。 

厚生労働省から別添のとおり、いのち支える自殺対策推進センター（JSCP）※

が、「学校・教育機関向け資料集」として、学校や教育委員会に向けた自殺対応

に関する資料や動画コンテンツを同センターのホームページにて公開したとのこ

とで周知依頼がありました。 

 

※「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等

の推進に関する法律（令和元年法律第 32号）」に基づく指定調査研究等法人 

 

令和５年の児童生徒の自殺者数は 513 人となっており、過去最多であった令和

４年から引き続き、増加傾向にある状況です。 

文部科学省としても、これまで、SOS の出し方を含む自殺予防教育の推進や、

「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」に基づく対応の周知を実施してき

たところですが、各学校・教育委員会等においては、当該サイトについてもご活

用いただき、児童生徒の自殺対策のより一層の強化・充実を図っていただきます

ようよろしくお願いいたします。 

 

これらのことについて、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校

及び域内の市区町村教育委員会等に対して、都道府県にあっては所轄の学校法人



及び私立学校に対して、附属学校を置く国立大学法人及び附属学校を置く公立大

学法人にあっては附属学校に対して、構造改革特別区域第１２条第１項の認定を

受けた地方公共団体にあっては認可した学校に対して、周知を図るよう、特段の

御配慮をお願いします。 

 

【参考】 

 

【JSCP ホームページ】 

https://jscp.or.jp/ 

 

【学校・教育機関向け資料集】（別紙参照） 

https://jscp.or.jp/community/educational-institution.html 
 
 
 
 
 

（本件連絡先） 
 文部科学省初等中等教育局児童生徒課 
 生徒指導企画係 

電話番号 03-5253-4111（内線 3298） 
     03-6734-3298（直通） 

   e-mail  s-sidou@mext.go.jp 


